
制度改正に関する

専門家派遣のご案内

募集組合数

３組合程度
（先着順）

講習会の開催

専門家への
個別相談

福井県中央会では、様々な制度改正（法令改正（条例の改正を含む）等を
伴うものに限る）に対応するための講習会や専門家派遣を行っていますので、
お気軽にご活用ください。

～想定テーマ例～

月60時間超の時間外労働の割増賃金率の引き上げ

デジタルマネーによる賃金の支払いが解禁  

アルコールチェッカー使用の義務化  ・・・道路交通法

労働時間上限規制適用が拡大  ・・・労働基準法
etc...

補助対象経費  専門家謝金・会場借上料など
※組合での立替払いは認められませんのでご注意ください。
   本会が直接お振込みいたします。

補  助  要  件  令和６年１月３１日までに支払いが完了すること。

申  込  方  法  裏面の申込用紙にご記入のうえFAXまたは、
 右記QRコード（Googleフォーム）よりお申
 込みいただくか、本会巡回指導員に直接お申
込みください。

福井県中小企業団体中央会
事業推進課 担当：井上

・・・労働基準法

〒910-0005 福井市大手3-12-20
冨田第一生命ビル3階
TEL:0776-23-3042

本件に関するお問い合わせ先



福井県中小企業団体中央会 事業推進課 行
（FAX：0776-27-3058）

制度改正に関する
専門家派遣利用申込書

組 合 名 ：

企 業 名 ：

担当者名：

希望日時

専門家名

（所属・役職）

相談テーマ

希望する
補助対象経費

令和 年 月 日（ 曜日） ： ～ ：

いずれかに✓

□選定済 所属

役職

氏名

□未定(候補あり)

□中央会からの推薦を希望する

□会場借上料

□専門家旅費

□資料印刷費

□専門家謝金

いずれかに✓

開催予定場所 ・組合事務所 ・その他（ ）

福井県中小企業団体中央会 令和５年度制度改正等の課題解決環境整備事業
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